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警 務 第 3 5 3 号

令 和 ７ 年 ２ 月 2 0 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の公布について

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン （令和４年６月３日デジ」

タル臨時行政調査会決定）において、アナログ規制に該当する条項について見

直しを行うこととされた等を踏まえ、道路交通法施行規則の一部を改正する内

閣府令（令和７年内閣府令第10号）及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律施行規則等の一部を改正する規則（令和７年国家公安委員会規則

第２号）が令和７年２月10日に公布され、令和７年３月１日から施行されるこ

ととなった。

その内容等は別紙のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされた

い。
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